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令和２年７月21日（火曜日） 

 

○出席議員（13名） 

    議 長  中  川     達 君     ７ 番  生  田  勇  人 君 

    １ 番  土  屋  克  之 君     ８ 番  恩  道  正  博 君 

    ２ 番  西  尾  雄  次 君     ９ 番  北  川  悦  子 君 

    ３ 番  米  田  一  香 君     10 番  夷  藤     満 君 

    ４ 番  磯  貝  幸  博 君     11 番  清  水  文  雄 君 

    ５ 番  小  谷  一  也 君     12 番  南     守  雄 君 

    ６ 番  七  田  満  男 君 

 

○説明のため出席した者

町 長 川 口 克 則 君 

教 育 長 久 下 恭 功 君 

総 務 部 長  棚 田   進 君 

町 民 福 祉 部 長 上 島 恵 美 君 

町民福祉部担当部長 
（保険年金・福祉担当） 

出 嶋   剛 君 

都 市 整 備 部 長 
兼北部開発推進室長 

銭 丸 弘 樹 君 

都市整備部担当部長 
（企画・地域産業振興担当） 

松 井 賢 志 君 

都市整備部担当部長 
（上下水道担当） 

高 橋   均 君 

教育委員会教育部長 上 出   功 君 

消 防 本 部 消 防 長 高 道 三 春 君 

総 務 部 総 務 課 長 中 川 裕 一 君 

総 務 部 総 務 課 
人事秘書担当課長 

吉 田 真理子 君 

総 務 部 財 政 課 長  宮 本 義 治 君 

総 務 部 税 務 課 長  北 野   享 君 

町 民 福 祉 部 
住 民 課 長  

福 島 誠 一 君 

町民福祉部住民課担当課長 
兼 環 境 管 理 室 長  

宮 崎 重 幸 君 

町 民 福 祉 部 
子 育 て 支 援 課 長  

髙 平 紀 子 君 

町 民 福 祉 部 
保 険 年 金 課 長 

助 田 有 二 君 

町民福祉部保険年金課  
担当課長兼福祉課担当課長 
（保健センター担当） 

山 田 卓 矢 君 

町 民 福 祉 部 
福 祉 課 長  

北   正 樹 君 

都 市 整 備 部 
企 画 課 長  

四月朔日松英  君 

都 市 整 備 部 
地域産業振興課長 

橋 本   良 君 

都市整備部地域産業振興 
課長兼観光振興室長 

長谷川 万里子 君 

都市整備部都市建設課長 
兼北部開発推進室長補佐 

上 前 浩 和 君 

都 市 整 備 部 
上 下 水 道 課 長 

法 利 康 博 君 

会 計 管 理 者 
兼 会 計 課 長 

神 農 孝 夫 君 

教育委員会教育部学校教育課長 
兼学校給食共同調理場所長 

堀 川 竜 一 君 

教育委員会教育部文化スポーツ課長 
兼図書館長兼男女共同参画室長  

上 出 勝 浩 君 
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消防本部消防次長 
兼 消 防 署 長 

重 島 康 人 君   

○職務のため出席した事務局職員

事 務 局 長  田 中 義 勝 君 

事務局参事兼次長 東   康 弘 君 

事 務 局 書 記 小 坂 しおり 君 

 

○議事日程（第１号） 

  令和２年７月21日  午後１時開議 

 日程第１ 

  会議録署名議員の指名について 

 日程第２ 

  審議期間の決定について 

 日程第３ 

  諸般の報告について 

 日程第４ 

  議案第64号 令和２年度内灘町一般会計補正予算（第４号） 

  議案第65号 財産の減額貸付について 

  提案理由の説明 

 日程第５ 

  議案の上程 

  議案第64号 令和２年度内灘町一般会計補正予算（第４号）及び 

  議案第65号 財産の減額貸付について 

 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○再開・開議 

           午後１時00分開会 

○議長【中川達君】 ただいまの出席議員は

13名であります。よって、会議の定足数に達

しておりますので、これより令和２年内灘町

議会定例会を再開し、直ちに７月会議を開き

ます。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○会議時間の延長 

○議長【中川達君】 本日の会議時間は、議

事の都合によりあらかじめ延長いたします。 

 これにご異議ありませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長【中川達君】 ご異議なしと認めます。

よって、本日の会議時間を延長することに決

定いたしました。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○会議録署名議員の指名 

○議長【中川達君】 日程第１、会議録署名

議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第120条の規定

により、議長において５番小谷一也議員、６

番七田満男議員を指名いたします。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○審議期間の決定 

○議長【中川達君】 日程第２、審議期間の

決定についてを議題といたします。 

 お諮りいたします。今７月会議の審議期間

は本日１日間といたしたいと思います。これ

にご異議ありませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議長【中川達君】 ご異議なしと認めます。

よって、今７月会議の審議期間は本日１日間

と決定いたしました。 

 なお、会議予定につきましては、お手元に

配付いたしました審議日程のとおりでありま

すので、ご了承願います。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○諸般の報告 

○議長【中川達君】 日程第３、諸般の報告

を行います。 

 まず、今会議に説明のため、説明員として

出席するよう地方自治法第121条の規定によ

り要求いたしましたところ、説明のため出席

をしている者の職、氏名は別紙説明員一覧表

としてお手元に配付しておきましたので、ご

了承願います。 

 次に、監査委員から令和２年５月分の例月

出納検査結果の報告がありましたので、写し

をお手元に配付しておきましたので、ご了承

願います。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○議案の上程 

○議長【中川達君】 日程第４、議案第64号

令和２年度内灘町一般会計補正予算（第４号）、

議案第65号財産の減額貸付についての２議案

を議題といたします。 

 なお、今７月会議に提出された議案につき

ましては、お手元に配付してあります議事日

程（第１号）に記載のとおりでありますので、

ご了承願います。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○提案理由の説明 

○議長【中川達君】 提出議案に関し、これ

より町長から提案理由の説明を求めます。川

口克則町長。 

   〔町長 川口克則君 登壇〕 

○町長【川口克則君】 本日ここに、令和２

年内灘町議会７月会議が開催されるに当たり、

本会議に提出しております令和２年度補正予

算及びその他の議案の提案理由並びにその概

要についてご説明申し上げます。議員各位並

びに町民の皆様のご理解とご協力を賜りたい

と存じます。 

 初めに、今月に入り、熊本県を中心とした

九州地方や中部地方など日本各地で、梅雨前

線の停滞により記録的な集中豪雨に見舞われ、

河川の氾濫による浸水被害や土砂災害が発生

し、多くの貴い生命が失われました。 

 また、新型コロナウイルスの感染拡大が懸

念される中、不自由な避難生活を余儀なくさ

れております。 

 被災された方々に対しまして、心よりお悔

やみとお見舞いを申し上げますとともに、一

日も早い復旧と復興をお祈り申し上げます。 

 幸い、本町におきましては、これまでの大

雨による被害は発生しておりませんが、梅雨

末期の局地的な豪雨に備え、関係機関と連携

を取りながら厳重な警戒体制を敷いてまいり

ます。 

 それでは、提出議案に対する提案理由の説

明を申し上げます。 

 議案第64号 令和２年度内灘町一般会計補

正予算（第４号）につきましては、新型コロ

ナウイルス感染の第２波が懸念される中、本

町として引き続き感染症対策を講じていくた

めの関連予算を柱として、歳入歳出それぞれ

１億9,860万円を増額し、歳入歳出予算の総額

を125億2,520万円とするものでございます。 

 歳出の主なものとしましては、総務費では、

防災拠点施設及び各避難所等に係る新型コロ

ナウイルス感染症対策費用並びに、自主防災

組織に対し、新型コロナウイルス感染症対策

に係る物品の購入を支援する自主防災組織物

品購入費補助金のほか、町内公共交通事業者

に対し給付する運行支援金等を計上いたしま

した。 

 民生費では、新型コロナウイルス感染症に

よる経済的影響が大きいひとり親家庭等をさ

らに支援するため、児童１人当たり１万円を

給付するひとり親家庭等児童応援臨時給付金
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及び、国が実施している特別定額給付金事業

の基準日以降に生まれた新生児に対して、１

人当たり10万円を給付する新生児特別給付金

のほか、町立保育所及び学童保育クラブ、子

育て支援センターでの感染症対策費用等を計

上いたしました。 

 衛生費では、保健センターでの健診時等に

室内換気を図るため、網戸の設置工事費を計

上いたしました。 

 商工費では、ゴールデンウイーク期間中の

休業要請に応じた道の駅指定管理者に対する

協力金として、道の駅休業協力金を計上いた

しました。 

 教育費では、新型コロナウイルス感染症の

第２波に備えるため、国から事業の前倒し要

請のありましたＧＩＧＡスクール構想におけ

る、小中学校の児童生徒１人１台端末整備事

業のタブレット端末購入費用等及び、小中学

生へ感染の拡大を防止する冷感マスクを配布

するための消耗品費のほか、小中学校の体育

館で使用する大型冷風扇の購入費及び、学校

教育活動再開を支援する学校保健特別対策事

業費補助金等を計上いたしました。 

 このほか、町公共施設にＡＩを活用した自

動体温検知カメラを設置する費用及び、受付

窓口に感染防止用パネルを設置する費用など

を計上いたしました。 

 なお、６月会議において可決されました次

亜塩素酸水の関係予算につきましては、その

後、国で、一定の濃度以上の次亜塩素酸水は

新型コロナウイルスの消毒に対して有効であ

ることが確認されましたが、空間に噴霧する

ことにつきましては推奨されていないことか

ら、予算の執行を取りやめることとし、今７

月会議に当該予算の減額補正を計上しており

ます。 

 歳入の主なものといたしましては、国から

交付内示がありました新型コロナウイルス感

染症対応地方創生臨時交付金及び、ＧＩＧＡ

スクール構想の実現に係る公立学校情報機器

整備費補助金のほか、新型コロナウイルス感

染症対応による国・県補助金等を計上いたし

ました。 

 議案第65号 財産の減額貸付につきまして

は、白帆台１丁目地内の町有財産の貸付けに

際し、当該土地の賃貸料を減額することにつ

いて、議会の議決を求めるものでございます。 

 以上、今回提出いたしました議案の提案理

由並びにその概要でございます。 

 何とぞ慎重にご審議いただき、適切なるご

決議を賜りますようお願いを申し上げまして、

私の説明を終わります。 

 ご清聴ありがとうございました。 

○議長【中川達君】 提案理由の説明は終わ

りました。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○質   疑 

○議長【中川達君】 これより提出議案に対

する質疑に入ります。質疑ありませんか。─

─質疑なしと認めます。 

 これをもって質疑を終了いたします。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○議案の委員会付託 

○議長【中川達君】 お諮りいたします。た

だいま議題となっております議案第64号令和

２年度内灘町一般会計補正予算（第４号）、

議案第65号財産の減額貸付についての２議案

については、お手元に配付してあります議案

付託表のとおり、所管の各常任委員会に付託

いたしたいと思います。これにご異議ありま

せんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長【中川達君】 ご異議なしと認めます。

よって、議案第64号、議案第65号の２議案は、

議案付託表のとおり所管の各常任委員会に付

託することに決定いたしました。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○休   憩 

○議長【中川達君】 この際、議案審議のた

め暫時休憩いたします。 
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           午後１時13分休憩 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

           午後５時40分再開 

    ○再   開 

○議長【中川達君】 休憩前に引き続き会議

を開きます。 

 議事を続行いたします。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○議案の上程 

○議長【中川達君】 日程第５、先ほど各常

任委員会に付託いたしました議案第64号令和

２年度内灘町一般会計補正予算（第４号）及

び議案第65号財産の減額貸付についての２議

案を議題といたします。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○常任委員長報告 

○議長【中川達君】 これより各常任委員会

における議案審査の経過並びに結果の報告を

求めます。 

 小谷一也総務産業建設常任委員長。 

〔総務産業建設常任委員長 小谷一也君 登壇〕  

○総務産業建設常任委員長【小谷一也君】 令

和２年内灘町議会７月会議において、総務産

業建設常任委員会に付託されました議案の審

査の経過と結果について、ご報告申し上げま

す。 

 付託されました議案につきましては、関係

部課長からそれぞれ詳細な説明を求め、慎重

に審議を重ねた結果、議案第64号令和２年度

内灘町一般会計補正予算（第４号）第１条歳

入歳出予算の補正中、歳入全部、歳出２款総

務費１項総務管理費、２項徴税費、４款衛生

費３項上水道費、７款商工費１項商工費の各

款項については、妥当と認め、原案を可とす

ることに決しました。 

 議案第65号財産の減額貸付については、妥

当と認め、原案を可とすることに決しました。 

 以上をもちまして本委員会に付託されまし

た議案の審査の経過並びに結果についての報

告を終わります。 

 令和２年７月21日 

 総務産業建設常任委員会委員長 小谷一也 

○議長【中川達君】 ご苦労さん。 

 清水文雄文教福祉常任委員長。 

 〔文教福祉常任委員長 清水文雄君 登壇〕 

○文教福祉常任委員長【清水文雄君】 令和

２年内灘町議会７月会議において、文教福祉

常任委員会に付託されました議案の審査の経

過と結果について、ご報告申し上げます。 

 付託されました議案につきましては、教育

長並びに関係部課長からそれぞれ詳細な説明

を求め、慎重に審議を重ねた結果、議案第64

号令和２年度内灘町一般会計補正予算（第４

号）第１条歳入歳出予算の補正中、歳出３款

民生費１項社会福祉費、２項児童福祉費、４

款衛生費１項保健衛生費、10款教育費１項教

育総務費、２項小学校費、３項中学校費、４

項社会教育費、５項保健体育費の各款項につ

いては、妥当と認め、原案を可とすることに

決しました。 

 以上をもちまして、本委員会に付託されま

した議案の審査の経過並びに結果についての

報告を終わります。 

 令和２年７月21日 

 文教福祉常任委員会委員長 清水文雄 

○議長【中川達君】 ご苦労さんです。 

 各常任委員長の報告が終わりました。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○質   疑 

○議長【中川達君】 委員長報告に対する質

疑を許します。質疑ありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長【中川達君】 質疑なしと認めます。 

 これをもって質疑を終了いたします。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○討   論 

○議長【中川達君】 次に、討論に入ります。

討論ありませんか。 

   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長【中川達君】 討論なしと認めます。 



 －6－ 

 これをもって討論を終了いたします。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○表   決 

○議長【中川達君】 これより議案の採決に

入ります。 

 まず、議案第64号令和２年度内灘町一般会

計補正予算（第４号）を採決いたします。 

 本議案に対する委員長の報告は、原案可決

であります。 

 お諮りいたします。委員長の報告のとおり

決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

   〔賛成者起立〕 

○議長【中川達君】 起立全員であります。

よって、議案第64号は原案のとおり可決され

ました。 

 

○議長【中川達君】 次に、議案第65号財産

の減額貸付についてを採決いたします。 

 本議案に対する委員長の報告は、原案可決

であります。 

 お諮りいたします。委員長の報告のとおり

決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

   〔賛成者起立〕 

○議長【中川達君】 起立全員であります。

よって、議案第65号は原案のとおり可決され

ました。 

   ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

    ○閉議・散会 

○議長【中川達君】 以上で今７月会議に付

議されました議件は議了いたしました。 

 よって、令和２年内灘町議会７月会議を散

会いたします。 

 皆様、ご苦労さまでございました。 

           午後５時47分散会 

   

 


